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都市構造再編集中支援事業
都市再生整備計画事業
まちなかウォーカブル推進事業



都市再生整備計画の目標及び計画期間 様式（１）-②

市町村名 地区名 面積 22.1 ha

令和 4 年度　～ 令和 6 年度 令和 4 年度　～ 令和 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

人 R3年度 R7年度

％ R3年度 R7年度地価変動率 滞在快適性等向上区域内の地価
快適性の高い賑わいのあるまちづくりを進めることで、本地区が持
つ都市的価値を向上させる。

0% 5.00%

大目標：南栗橋地域の中心にふさわしい活気に満ちあふれた魅力ある市街地の実現
　　目標１：道路の美装化等による中心市街地の魅力向上
　　目標２：居心地が良く歩きたくなる空間づくり

　本市は、都心から約50km圏内に位置しており、道路や鉄道などの広域的な交通ネットワークに恵まれた都市である。
　本地区は、東武日光線 南栗橋駅の南西約５００メートルに位置する、豊田土地区画整理事業が施行された区域の一部である。
　本地区においては、過去に商業施設や住宅など複数の用途を併せ持つ中高層建築物が計画されていたが、区画整理後における社会・経済情勢の変化等が原因で、鉄道駅に近接しているにもかかわらず土地利用が図られていない状況にあった。
　このような状況を考慮し、未利用地における住宅供給を促進するとともに、生活利便性の向上に資する都市機能を誘導するため、令和２年３月２７日付けで本地区の用途地域及び地区計画を変更した。
　そして、本地区に係る具体的な土地利用に向けて、土地所有者及び本地区に進出予定の各事業者との協議を進め、本市と各事業者との連携により魅力あるまちづくりを進めていく方向で、調整が整ったところである。

　今後、本地区において住宅分譲等が行われることで人口増加が見込まれるが、既存の道路や公園は老朽化が進んでおり、居心地がよく歩きたくなるまちが実現できているとは言えない状況にある。
　本地区内に存在する道路について、本地区のメインストリートとして歩きたくなるよう、歩行者等の交通安全性を高めつつ、舗装の補修や休憩施設の改修を行う必要がある。
　本地区内に存在する公園については、子供から大人まで安全に楽しく過ごせる賑わいのある公園となるよう、老朽化した園路の改修や新たな遊具の設置を行う必要がある

　南栗橋駅を拠点とし、駅から南西側に伸びる都市計画道路3・4・35南栗橋西駅前線及びその延長となる市道の両側を目安に、滞在快適性等向上区域を設定し、歩道の改修等により快適な歩行者空間を確保するとともに、地域資源を活用した魅力的な空間を創出す
ることにより、居心地が良く賑わいのあるまちなかの実現を目指す。
　このまちづくりを推進することにより、本地区の魅力を向上し都市の快適性を高めるだけでなく、東日本大震災による南栗橋地区の液状化被害からの復興の象徴として、市内外に広くアピールしていく。

【久喜市総合振興計画】
・駅周辺地域の整備など、交通条件のよい地域において、計画的な土地利用を推進する。
・あらゆる世代に適応する住みやすい居住環境の形成を促進し、調和のとれた住空間・都市空間づくりと市街地整備に努める。

【久喜市都市計画マスタープラン】
・駅周辺等における生活利便性の確保、高齢社会に対応した公園や施設の充実、道路交通ネットワークの充実及び道路交通の安全性などを高めていくことが課題となっている。
・南栗橋駅周辺の土地活用を促進しつつ、駅を中心とした商業地と住宅地のバランスのとれた市街地の形成を図る。
・子どもたちが安心して通学できる環境整備、高齢者の健康づくりのための環境整備として、遊歩道や公園等の充実を図る。

都道府県名 埼玉県 久喜市
く き し

南栗橋
みなみくりはし

8丁目周辺
ちょうめしゅうへん

地区
ち く

計画期間 交付期間 6

南栗橋地区の人口 南栗橋地区の市街化区域内に居住する人口
快適性の高い賑わいのあるまちづくりを進めることで、市街化区域
の人口密度を維持する。

7,422 7,430

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値



都市再生整備計画の整備方針等 様式（１）-③

計画区域の整備方針

その他

方針に合致する主要な事業
【道路の美装化等による中心市街地の魅力向上】
　・桜並木などの地域資源を生かした道路の美装化により、美しい景観を有する中心市街地を実現
　・商業街区と住宅街区をつなぐ道路の美装化により、魅力的な歩行者空間を創出

【基幹事業】
・市道栗橋1148号線改修事業
・市道栗橋1151号線改修事業

【居心地が良く歩きたくなる空間づくり】
　・歩行者や自転車が安全に通行できるよう、既存道路を改修
　・都市公園も含めたエリアの一体的な快適性の創出

【基幹事業】
・市道栗橋1148号線改修事業
・市道栗橋1151号線改修事業
・南栗橋近隣公園　改修事業

官民連携によるまちづくりの取組を記載



目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項（まちなかウォーカブル推進事業） 様式（１）-④-３

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象 費用便益比
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路

公園 久喜市 直 A=28,000㎡ R4 R6 R4 R6 640 640 640 0 640 1.00

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設

高質空間形成施設 久喜市 直 L=410m R4 R6 R4 R6 107 107 107 0 107 ─

土地区画整理事業

市街地再開発事業

バリアフリー環境整備促進事業

街なみ環境整備事業

滞在環境整備事業

合計 747 747 747 0 747 …A

提案事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

合計 0 0 0 0 0 …B

合計(A+B) 747
（参考）都市構造再編集中支援事業関連事業

直轄 補助 地方単独 民間単独 開始年度 終了年度

合計 0

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度

合計 0

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費所管省庁名 規模事業 事業箇所名 事業主体

規模

交付対象事業費 747 交付限度額 374 国費率 0.5

事業 事業箇所名

既存建造物活用事業

事業活用調
査

事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名

南栗橋近隣公園

市道栗橋1148号線、市道栗橋1151号線

交付期間内事業期間

細項目

地域創造
支援事業

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間

まちづくり活
動推進事業

「まちなかウォーカブル推進事業」を活用の場合、本様式を使用するこ



都市再生整備計画の区域 様式（１）-⑥

南栗橋8丁目周辺地区（埼玉県久喜市） 面積 22.1 ha 区域 久喜市南栗橋4・8・12丁目の各一部

Ｎ

凡

例

0 150 300 750m

栗橋南小学校

滞在快適性等向上区域

面積：22.1ha



様式（１）-⑦-〇

南栗橋地区の人口 （人） 7,422 （R3年度） → 7,430 （R7年度）

地価変動率 ％ 0% （R3年度） → 5% （R7年度）

南栗橋8丁目周辺地区（埼玉県久喜市）　整備方針概要図（まちなかウォーカブル推進事業）

目標

大目標：南栗橋地域の中心にふさわしい活気に満ちあふれた魅力ある市街地
の実現
　　目標１：道路の美装化等による中心市街地の魅力向上
　　目標２：居心地が良く歩きたくなる空間づくり

代表的
な指標

Ｎ【図面作成上の留意点】

・下図は白図を使用し、縮尺は1/10,000～1/25,000を基本とし、適宜調整す

ること。スケールバー・方位を記入すること。

・都市再生整備計画の区域を赤太線縁取りし、地区名、区域面積を記入する

こと。

・滞在快適性等向上区域を緑色太線縁取り、区域名、区域面積を記入するこ

と。

・都市機能誘導区域を橙色点線縁取り、居住誘導区域を青色点線縁取りす

ること。

・計画に位置付けられた事業について、その位置がわかるように旗揚げし、

事業名等を明記すること。関連事業についても旗揚げし、関連事業であるこ

とがわかるように記載すること。各事業は以下のように標記すること。

■基幹事業、 □提案事業、 ○関連事業

・高速道、幹線道、鉄道等の都市の骨格を成す施設及び計画の内容に影響

を与える主要な施設を明記すること。

・その他必要な事項を記載するときは、必ず凡例を記入すること。

500m0


